
三島市自転車活用推進計画の概要

市⺠や来訪者、⼦ども、親⼦連れ、学⽣、通勤者、初⼼者、サイクリスト等の
区別なく、「誰もが安全・快適に⾃転⾞に親しむまちづくり」を基本⽅針として、
通⾏空間・都市環境の整備、安全・安⼼の意識醸成、普及啓発を⼀体的
に⾏い、⾃転⾞の活⽤を推進する。

令和４（2022）年度～令和８（2026）年度の５年間計画の期間

本市における自転車活用推進の方向性を示し、関係部局や企業・団体、市民、さらには広域連携に関わる自治体等と連携
し、自転車の活用に関する施策を戦略的・総合的に展開を図ることで、自転車をはじめとした道路交通の安全性を高め、
市民の健康の維持・増進、持続可能なまちづくりに向けた脱炭素化、観光振興による地域活性化を図る。

計画の目的

●計画の基本方針
●計画の目標と実施すべき施策・評価指標

施策
の実行イメージ

通⾏空間・都市環境の
整備

安全・安⼼の意識醸成
（ルール・マナーの啓発）

普及啓発
(市⺠・来訪者へのきっかけづくり)

目的

誰もが安全・快適に⾃転⾞に親しむまちづくり

せせらぎと緑と 活⼒あふれる幸せ実感都市・三島

(目標2に対応）

(目標3,4に対応）

上位計画で
市が目指す
将来都市像

（第5次三島市総合計画）

基本方針

三島市⾃転⾞活⽤推進計画

(目標1に対応）

健康
維持・増進

観光
振興

環境
負荷低減

寄与

目標 施策 措置

評価指標

(現況値⇒目標値)

目標１

安全・安心で

快適に自転車に

乗ることができる

環境づくり

1

自転車通行空間の

計画的な整備推進

1

自転車通行空間ネットワーク整備計画等

に基づく自転車通行空間の整備

自転車通行空間の

整備進捗率

(24.1％⇒85.1％)

2

まちづくりや交通安全事業と合わせた

自転車通行空間の確保

2

公共交通と連携した

自転車利用の促進

3

公共交通との連携によるモーダルミックス

の促進

4 シェアサイクルの普及促進

目標２

安全・安心に

自転車に乗ること

ができる人づくり

3

自転車の安全利用

の啓発

5 自転車利用に関する相互理解の促進

自転車事故

発生件数

(95件⇒減少)

6

街頭における自転車利用者に対する

交通安全指導の実施

7 通学路周辺の安全対策の推進

4

自転車の交通安全

教育の充実

8 ターゲットに応じた交通安全教室の実施

9

自転車損害賠償保険等の加入・ヘルメット

着用の促進、安全点検の啓発

5

災害時における

自転車活用の推進

10

災害時における自転車（シェアサイクル

含む）活用の検討

目標３

健康と脱炭素に

つながる自転車

を活用したライフ

スタイルの推進

6

日常や余暇における

自転車活用の推進

11自転車の効果・魅力の発信、利用啓発

自転車分担率

(12.0％⇒12.5％)

12自転車通勤の促進

13サイクリスト、自転車競技者の育成支援

自転車利用意向

(39.5％⇒51.0％)

14サイクリングを楽しむことができる環境づくり

15サイクルイベント・大会への協力、周知

目標４

交流人口の拡大

に向けたサイクル

ツーリズムの推進

7

サイクリング環境の

充実

16サイクリングの拠点施設整備の検討

鉄道駅やバス停の

周辺における

シェアサイクル・

レンタサイクルの

ステーション数

(17箇所⇒20箇所)

4 【再掲】シェアサイクルの普及促進

14

【再掲】サイクリングを楽しむことができる

環境づくり

15

【再掲】サイクルイベント・大会への協力、

周知

三島市全域
計画の区域


